
区 民 福 祉 委 員 会 

令和８年３月２４日 

すみだ福祉保健センター条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  

（事業） 

第２条 福祉保健センターは、前条に規定す

る目的を達成するため、次の事業を行う。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 ⑸ 区民の疾病の早期発見に関すること。 

 

 ⑹～⑼ 〔略〕 

（施設） 

第３条 福祉保健センターには、次の施設を

設ける。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 ⑸ 区民の疾病の早期発見に必要な施設 

 

 ⑹～⑻ 〔略〕 

２ 〔略〕 

（開館時間等） 

第４条 福祉保健センター（児童デイサービ

ス施設及び障害者生活介護施設を除く。次

条において同じ。）の各施設の開館時間等

は、次表のとおりとする。ただし、指定管

理者（第１５条の規定により業務を行わせ

る者をいう。以下同じ。）が特に必要があ

ると認めるときは、区長の承認を得て、こ

れを変更することができる。 

施設名 区分 開館時間 

身体障害者福祉

センター 

～高齢者在宅サ

ービスセンター 

〔略〕 

 

〔削除〕 
 

機能訓練施設 〔略〕 

 備考 〔略〕 

 

第８条 削除 

 

 

〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 ⑸ 区民の健康の増進及び疾病の早期発見

に関すること。 

 ⑹～⑼ 〔略〕 

 〔同左〕 

第３条 〔同左〕 

 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 ⑸ 健康増進室等区民の健康の増進及び疾

病の早期発見に必要な施設 

 ⑹～⑻ 〔略〕 

２ 〔略〕 

 〔同左〕 

第４条 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 区分 開館時間 

身体障害者福祉

センター 

～高齢者在宅サ

ービスセンター 

〔略〕 

健康増進室 水曜日 
午前９時から

午後９時まで 

機能訓練施設 〔略〕 

 備考 〔略〕 

（有料施設） 

第８条 健康増進室の利用は有料とし、その

額は３，０００円とする。 

２ 前項に規定する利用料金は、指定管理者



 

 

 

 

 

 

 

（利用承認の取消し等） 

第１１条 指定管理者は、次の各号のいずれ

かに該当すると認めるときは、利用の承認

を取り消し、又は利用を制限し、若しくは

停止することができる。 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ この条例、この条例に基づく墨田区規

則（以下「規則」という。）又は指定管

理者の指示に違反したとき。 

 ⑶・⑷ 〔略〕 

の収入とする。 

３ 指定管理者が特に必要があると認めると 

 きは、第１項に規定する利用料金を減額し、

又は免除することができる。 

４ 既に納めた利用料金は、墨田区規則（以 

 下「規則」という。）で定める場合を除き、

返還しない。 

〔同左〕 

第１１条 〔同左〕 

 

 

 

 ⑴ 〔略〕 

 ⑵ この条例、この条例に基づく規則又は

指定管理者の指示に違反したとき。 

 

 ⑶・⑷ 〔略〕   

   付 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


